
   春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の社会参加及び自立を促進し、もって福祉の向上を図るため、

障害者に対し、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条第３項の規定に基づく

第１種普通自動車運転免許を取得した場合にその取得費の一部について補助金を交付する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、春日部市補助金等の交付手続等に関する規則（平成 

１７年規則第１２５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

 (1) 市内に住所を有する者 

 (2) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付

を受けている者 

 (3) 道路交通法第９６条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者 

 (4) 過去において、運転免許取得のため補助金の交付を受けていない者 

 (5) 対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が１００，５００円以下である者 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、別表に定めるとおり

とする。ただし、市長が適当でないと認めた経費については、補助金の交付の対象外とす

る。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表に定める基準額と同表に定める対象経費のうち実際に支出した

額とを比較して、その少ない方の額に３分の２を乗じて算出した額とし、かつ、毎年度予

算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、その算出された額に１，０００円未

満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、春日部市障害者自動車運転免許取得費補

助金交付申請書（様式第１号）に春日部市障害者自動車運転免許取得計画書（別紙１）を

添えて市長に提出しなければならない。 



 （交付決定の通知） 

第５条 補助金の交付決定の通知は、春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定

通知書（様式第２号）によるものとする。 

（状況報告） 

第６条 補助事業者（規則第２条第３号に規定する者をいう。以下同じ。）は、市長の要求

があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に

報告しなければならない。 

 （実績報告） 

第７条 補助事業者は、実績報告をしようとするときは、事業終了後２か月以内に次に掲げ

る書類を添えて春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金実績報告書（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。 

 (1) 春日部市障害者自動車運転免許取得費実績調書（別紙２） 

 (2) 当該教習所が証明する領収書 

 (3) 自動車運転免許証（写し） 

 （補助金の額の確定） 

第８条 補助金の額の確定の通知は、春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金確定通知

書（様式第４号）によるものとする。 

 （補助金の交付） 

第９条 補助金の交付の請求は、春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書 

（様式第５号）によるものとする。 

 （書類の整備等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、 

当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管しなければならない。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の廃止） 

２ 春日部市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱（平成２７年１２月２８日制定。



以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱

の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

４ この要綱の施行の際現にある旧要綱による改正前の様式による用紙については、当分の 

間、これを取り繕って使用することができる。 

（要綱の見直し） 

５ 市長は、補助金支出の効果の検証を毎年度行うものとし、その結果に基づいて平成３５

年３月３１日までに要綱の制定改廃その他必要な措置を講ずるものとする。 

別表（第２条、第３条関係） 

基  準  額 対  象  経  費 

１件につき 

１８０，０００円 

都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習

を受けるために要する経費のうち、次に掲げるもの 

 (1) 入学金 

 (2) 教習料 

 (3) 教習コース使用料 

 (4) 技能検定料及び受験料 


